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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第17期
第１四半期
累計(会計)期間

第16期

会計期間

自平成20年
10月１日
至平成20年

12月31日

自平成19年
10月１日
至平成20年
９月30日

売上高 （千円） 813,949 3,586,206

経常利益又は経常損失（△） （千円） △48,592 75,998

当期純利益又は四半期純損失（△） （千円） △29,014 33,521

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － －

資本金 （千円） 563,900 563,900

発行済株式総数 （株） 28,877 28,877

純資産額 （千円） 1,314,734 1,372,625

総資産額 （千円） 1,875,039 2,067,261

１株当たり純資産額 （円） 45,528.76 47,533.51

１株当たり当期純利益金額又は

四半期純損失金額（△）
（円） △1,004.75 1,291.44

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － 1,275.37

１株当たり配当額 （円） － 1,000

自己資本比率 （％） 70.1 66.4

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △11,225 △232,134

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △141,152 △327,108

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △24,371 864,586

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（千円） 369,540 546,289

従業員数 （人） 48 48

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

　　　　４．第17期第１四半期累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高

はありますが、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当社は、「ケータイというデバイスを通じ『顧客視点に立った』ネットサービスを提供することにより、コンテンツ

ホルダー、広告主のビジネスを加速させることで、社会に貢献すること」を経営理念として、以下の事業を展開してお

ります。

(1) 自らが企画・運営する携帯電話専用ウェブ・サイト（以下、「モバイルサイト」と言います。）を通じて主に楽曲

等のモバイルコンテンツの配信をモバイルサイトを使用する一般消費者（以下、「ユーザー」と言います。）向けに

行う「コンテンツ・メディア事業」

(2) モバイル広告またはインターネット広告の企画、制作、販売を行う「広告事業」

(3) コンテンツ及びインターネットに関連した受託制作等を行う「その他事業」

　なお、当社の親会社は株式会社セプテーニ・ホールディングスであり、当社は同社グループのインターネット関連事

業に属しております。

 

(1) コンテンツ・メディア事業

　当事業において営まれている内容に、重要な変更はありません。

　

(2) 広告事業

　メディアプランニング事業において営まれている内容に、重要な変更はありません。

　アフィリエイト事業においては、前事業年度に行っていた広告主からの出稿依頼対応、売上管理、提携モバイルメ

ディアへの告知業務を株式会社セプテーニ・クロスゲートへ移管しております。よって当第１四半期会計期間におい

て、アフィリエイト事業は、アフィリエイトシステム「ケータイＭＡＸ」の運営業務のみに変更となっております。

　　(3) その他事業

　　　当事業において営まれている内容、重要な変更はありません。

３【関係会社の状況】

　当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 48 (22)

　（注）１．従業員数は就業人員でありますが、派遣社員及び契約社員を含んでおりません。

　　　　２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均雇用人員数であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績及び受注実績

　当社は、モバイルコンテンツの企画・制作・配信及びモバイルまたはインターネット広告の企画及び販売を主体

とする会社であり、生産設備を保有しておりません。したがって、生産実績は記載しておりません。

　また、当社は受注生産を行っていないため、受注状況の記載はしておりません。

(2) 販売実績

　当第１四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門
当第１四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

コンテンツ・メディア事業（千円） 488,002

広告事業　　　　　　　　（千円） 291,437

その他事業　　　　　　　（千円） 34,508

合計（千円） 813,949

　（注）１．当第１四半期会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとお

りであります。

相手先

当第１四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

販売高
（千円）

割合
（％）

株式会社セプテーニ 195,558 24.0

ソフトバンクモバイル株式会社 175,628 21.6

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 170,250 20.9

ＫＤＤＩ株式会社　 121,570 14.9

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

（１）業績の状況

　当第１四半期会計期間における我が国経済は、昨夏以降のサブプライムローン問題を端緒とする世界的な金融市場

の混乱、企業業績の悪化による設備投資の減少、雇用環境の悪化ならびに所得の低迷に起因する個人消費の落ち込み

等により、景気の先行きは一段と厳しさを増しております。

　当社を取り巻く環境といたしましては、日本国内における携帯電話の契約者数が平成20年12月末現在で１億582万契

約に達しており、そのうち第３世代携帯電話の契約者に占める割合は平成19年12月末の82.9％から平成20年12月末に

は90.8％と、引き続き拡大傾向になっております（出所：社団法人電気通信事業者協会）。また、「着うたフルfi」「電

子書籍」「動画」など当社が主力とする第３世代携帯電話向けコンテンツ（以下、３Ｇコンテンツ）の市場は、大容

量コンテンツの配信可能な高機能携帯電話の新機種が投入されることなどにより、引き続き拡大傾向にあります。

　このような環境の下、前期において確立させたプロモーション方法である「ライフタイムコミッション」と「ラン

ディングページの施策」を継続して行い、コンテンツの会員獲得を進めてまいりました。しかしながら、「ランディン

グページの施策」で提携している一部のサイトにおいて獲得したユーザーが、当社サイトへ入会しているものの利用

料金を支払わず回収不能となる事態が発生するなどにより、当初想定していた売上高及び売上総利益には到達するこ

とが出来ませんでした。また、今後想定される代金の未回収金額について、貸倒引当金26,192千円を計上しております。

新規コンテンツに関しては、ワーナー・ブラザースとの提携により、ハリウッド映画作品を配信する「ベストヒット

ハリウッド＋（プラス）」のサービスを開始しました。またアーティストサイトにおいては、Ｘ　ＪＡＰＡＮのカウン

トダウンチケットをサイト上で発売したことにより、会員数の積み増しをすることができました。

　広告事業に関しては、メディアプランニング事業において、前期まで取り扱っていたモバゲータウンの広告枠取り扱

いはなくなっておりますが、ｍｉｘｉモバイルやＧＲＥＥなどの人気ＳＮＳメディアの販売が好調に推移しました。

アフィリエイト事業においては、今期より株式会社セプテーニ・クロスゲートとの協業がスタートし、当社はアフィ

リエイトシステム「ケータイＭＡＸ」の運営業務のみを行っているため、前四半期に比べて売上総利益額はそれほど

変化がないものの、売上高は前四半期に比べて減少する結果となっております。

　以上の結果、当第１四半期会計期間における売上高は813,949千円（前年同期比7.2％増）、営業損失は43,120千円（前

年同期は7,948千円の営業利益）、経常損失は48,592千円（前年同期は6,766千円の経常利益）、第１四半期純損失は

29,014千円（前年同期は3,556千円の第１四半期純利益）となりました。

部門別の状況は次のとおりであります。

（コンテンツ・メディア事業）

　コンテンツ・メディア事業は、携帯電話利用者に対して「着うたフルfi」「電子書籍」「動画」といった３Ｇコンテ

ンツの配信を行うものであり、当社の主力事業となっております。会員獲得のための効果的なプロモーション方法の

実施、他社との差別化が可能なコンテンツの獲得などにより有料会員数を伸ばすよう努めてまいりました。当第１四

半期会計期間におきましては、前期において確立させたプロモーション方法である「ライフタイムコミッション」と

「ランディングページの施策」を継続して行い、コンテンツの会員獲得を進めてまいりました。しかしながら、「ラン

ディングページの施策」で提携している一部のサイトにおいて、課金売上として計上していたものの売上金の一部回

収が見込めない事態が発生いたしました。コンテンツの権利獲得に関しては、ワーナー・ブラザースとの提携により、

ハリウッド映画作品を配信する「ベストヒットハリウッド＋（プラス）」のサービスを開始しました。ハリウッド映

画作品を携帯電話単体によるストリーミング配信するサイトとしては、日本初の試みとなります。アーティストサイ

トにおいては、ファン層に対するサービス及びコンテンツの充実により会員数を増加させることが出来ました。具体

的には、Ｘ　ＪＡＰＡＮのカウントダウンチケットをサイト上で発売したことにより、会員数の積み増しをすることが

できました。しかしながら、当初想定していた売上高及び売上総利益には到達することが出来ませんでした。

　この結果、コンテンツ・メディア事業の売上高は488,002千円（前年同期比2.2％増）となりました。

（広告事業）

　広告事業は、他社が運営するモバイル広告枠を広告代理店に対して販売するメディアプランニング事業と、アフィリ

エイトシステム「ケータイＭＡＸ」の運営業務を行うアフィリエイト事業がございます。メディアプランニング事業

においては、前期まで取り扱っていたモバゲータウンの広告枠取り扱いはなくなっておりますが、ｍｉｘｉモバイル

やＧＲＥＥなどの人気ＳＮＳメディアの販売が好調に推移しました。アフィリエイト事業においては、今期より株式

会社セプテーニ・クロスゲートとの協業がスタートし、当社はアフィリエイトシステム「ケータイＭＡＸ」の運営業

務のみをおこなっているため、前年同期に比べて売上総利益額はそれほど変化がないものの、売上高は減少する結果

となっております。

　この結果、広告事業の売上高は291,437千円（同15.3％増）となりました。

（その他事業）

　その他事業は、モバイルサイトの公式メニュー化、モバイルサイトの運営支援及び受託制作等を行うものでありま

す。青少年による有害サイトへのアクセスを制限するフィルタリングサービスの普及が進んだため、当社が提供する
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モバイルサイトの公式メニュー化サービスに対するニーズは引き続き好調に推移し、売上高を伸ばすことができまし

た。

　この結果、その他事業の売上高は34,508千円（同18.1％増）となりました。

（※前年同期比較は、参考として掲載しております。）

 

（２）キャッシュ・フローの状況

　　　当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます）は、前事業年度末に比べ176,749千円

減少し、369,540千円となりました。当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以

下のとおりであります。

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において、営業活動の結果使用した資金は11,225千円となりました。主な収入要因は売上債権

の減少による152,799千円であり、主な支出要因は仕入債務の減少による149,375千円及び権利獲得にともなう前払費

用の増加による21,633千円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において、投資活動の結果使用した資金は141,152千円となりました。主な支出要因は営業譲受

による支出120,000千円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において、財務活動の結果使用した資金は24,371千円となりました。主な支出要因は配当金支

払24,371千円によるものであります。

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第１四半期会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

（４）研究開発活動

　　　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期会計期間において、前事業年度末に計画されていた重要な設備の新設、除却等について、重要な変更

はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000

計 200,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 28,877 28,877
東京証券取引所

（マザーズ）
 　　 －

計 28,877 28,877 － －

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

①　平成17年９月20日発行の第１回新株予約権（平成17年７月５日臨時株主総会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 83

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 83（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50,000（注）１

新株予約権の行使期間
平成19年８月１日から

平成24年７月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　50,000

資本組入額　　25,000

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

(2) 当社が時価（ただし、当社普通株式にかかる株券がいずれかの証券取引所に上場される前においては、その時

点における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合

（新株予約権の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げる。
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既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株当

たり処分金額」と読み替えるものとする。

(3) 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸

収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切に行

使価額を調整する。

２．新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、退職により権利を喪

失した者の新株予約権の数を減じております。

３．新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は関連会社の取締役、監査役又は従業員いずれか

の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると

取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者は、その割り当て数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未満

の行使はできないものとする。

(3) 当社普通株式に係る株券がいずれかの証券取引所に上場された場合に限り、本新株予約権を行使することがで

きる。

(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

４．新株予約権の譲渡は認められないものとする。但し、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限り

ではない。

②　平成17年９月20日発行の第２回新株予約権（平成17年７月５日臨時株主総会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 20

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 20

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50,000（注）１

新株予約権の行使期間
平成19年８月１日から

平成24年７月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　50,000

資本組入額　　25,000

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

(2) 当社が時価（ただし、当社普通株式にかかる株券がいずれかの証券取引所に上場される前においては、その時

点における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合

（新株予約権の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げる。
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既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株当

たり処分金額」と読み替えるものとする。

(3) 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸

収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切に行

使価額を調整する。

２．新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は関連会社の取締役、監査役又は従業員いずれか

の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると

取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者は、その割り当て数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未満

の行使はできないものとする。

(3) 当社普通株式に係る株券がいずれかの証券取引所に上場された場合に限り、本新株予約権を行使することがで

きる。

(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

３．新株予約権の譲渡は認められないものとする。但し、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限り

ではない。
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③　平成18年４月17日発行の第４回新株予約権（平成18年３月８日臨時株主総会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 863

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 863（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 100,000（注）１

新株予約権の行使期間
平成20年４月１日から

平成25年３月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　100,000

資本組入額　　 50,000

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

(2) 当社が時価（ただし、当社普通株式にかかる株券がいずれかの証券取引所に上場される前においては、その時

点における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合

（新株予約権の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株当

たり処分金額」と読み替えるものとする。

(3) 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸

収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切に行

使価額を調整する。

２．新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、退職により権利を喪

失した者の新株予約権の数を減じております。

３．新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は関連会社の取締役、監査役又は従業員いずれか

の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると

取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者は、その割り当て数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未満

の行使はできないものとする。

(3) 当社普通株式に係る株券がいずれかの証券取引所に上場された場合に限り、本新株予約権を行使することがで

きる。
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(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

４．新株予約権の譲渡、相続は認められないものとする。但し、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの

限りではない。

④　平成18年４月17日発行の第５回新株予約権（平成18年３月８日臨時株主総会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 50

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 50

新株予約権の行使時の払込金額（円） 100,000（注）１

新株予約権の行使期間
平成20年４月１日から

平成25年３月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　100,000

資本組入額　　 50,000

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

(2) 当社が時価（ただし、当社普通株式にかかる株券がいずれかの証券取引所に上場される前においては、その時

点における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合

（新株予約権の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株当

たり処分金額」と読み替えるものとする。

(3) 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸

収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切に行

使価額を調整する。

２．新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は関連会社の取締役、監査役又は従業員いずれか

の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると

取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者は、その割り当て数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未満

の行使はできないものとする。
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(3) 当社普通株式に係る株券がいずれかの証券取引所に上場された場合に限り、本新株予約権を行使することがで

きる。

(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

３．新株予約権の譲渡、相続は認められないものとする。但し、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの

限りではない。

⑤　平成18年４月17日発行の第６回新株予約権（平成18年３月８日臨時株主総会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 10

新株予約権の行使時の払込金額（円） 100,000（注）１

新株予約権の行使期間
平成20年４月１日から

平成25年３月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　100,000

資本組入額　　 50,000

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

(2) 当社が時価（ただし、当社普通株式にかかる株券がいずれかの証券取引所に上場される前においては、その時

点における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合

（新株予約権の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株当

たり処分金額」と読み替えるものとする。

(3) 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸

収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切に行

使価額を調整する。

２．新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 新株予約権者は、その割り当て数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未満

の行使はできないものとする。
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(2) 当社普通株式に係る株券がいずれかの証券取引所に上場された場合に限り、本新株予約権を行使することがで

きる。

(3) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

３．新株予約権の譲渡、相続は認められないものとする。但し、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの

限りではない。

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

⑥　平成19年１月16日発行の第７回新株予約権（平成18年12月15日定時株主総会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 414

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 414（注）１、３

新株予約権の行使時の払込金額（円） 200,000（注）２

新株予約権の行使期間
平成21年１月17日から

平成25年12月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　200,000

資本組入額　　100,000

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）６

　（注）１．決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記

載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数

は切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範

囲で付与株式数を調整する。

２．決議日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

(1) 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による

１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

(2) 当社が時価（ただし、当社普通株式にかかる株券がいずれかの証券取引所に上場される前においては、その時

点における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己

株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し又は当社普通株式の交付を請求で

きる新株予約権の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己

株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読
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み替えるものとする。

(3) 上記（1）及び（2）のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行

使価額を調整する。

３．新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職により権利を喪

失した者の新株予約権の数を減じております。

４．新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員

のいずれかの地位にあることを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理

由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(3) 新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未満の行

使はできないものとする。

(4) 当社普通株式に係る株券がいずれかの証券取引所に上場された場合に限り、本新株予約権を行使することがで

きる。

(5) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

５．譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

６．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上

を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残

存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社

法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を

以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象

会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約

又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記の行使価額を組織再編行為の条件等

を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記（3）に従って決定される各新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記

に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記４．に準じて決定する。
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(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項

の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は

切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(9) 新株予約権の取得条項

①新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有

しなくなった場合、当社は、その新株予約権を無償で取得することができる。

②以下の議案が株主総会で決議された場合（株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合）、当社

は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

ⅰ　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ⅱ　当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

ⅲ　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

⑦　平成19年１月16日発行の第８回新株予約権（平成18年12月15日定時株主総会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 10（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 200,000（注）２

新株予約権の行使期間
平成21年１月17日から

平成25年12月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　200,000

資本組入額　　100,000

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

　（注）１．決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記

載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未満の端数

は切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範

囲で付与株式数を調整する。

２．決議日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

(1) 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による

１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

(2) 当社が時価（ただし、当社普通株式にかかる株券がいずれかの証券取引所に上場される前においては、その時

点における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己

株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し又は当社普通株式の交付を請求で
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きる新株予約権の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己

株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読

み替えるものとする。

(3) 上記（1）及び（2）のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行

使価額を調整する。

３．新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員

のいずれかの地位にあることを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理

由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(3) 新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未満の行

使はできないものとする。

(4) 当社普通株式に係る株券がいずれかの証券取引所に上場された場合に限り、本新株予約権を行使することがで

きる。

(5) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

４．譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

５．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上

を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残

存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社

法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を

以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象

会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約

又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記の行使価額を組織再編行為の条件等

を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記（3）に従って決定される各新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記

に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記３．に準じて決定する。
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(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項

の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は

切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(9) 新株予約権の取得条項

①新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有

しなくなった場合、当社は、その新株予約権を無償で取得することができる。

②以下の議案が株主総会で決議された場合（株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合）、当社

は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

ⅰ　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ⅱ　当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

ⅲ　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

⑧　平成20年１月16日発行の第９回新株予約権（平成19年12月18日定時株主総会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 45

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 45（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 200,000（注）２

新株予約権の行使期間
平成22年１月17日から

平成27年１月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　200,000

資本組入額　　100,000

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

　（注）１．決議日後、当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記

載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未満の端数

は切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範

囲で付与株式数を調整する。

２．決議日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

(1）当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による

１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

(2）当社が時価（ただし、当社普通株式にかかる株券がいずれかの上場金融商品取引所に上場される前において

は、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。）を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行

又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し又は当社普通株式の交付
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を請求できる新株予約権の行使による場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己

株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読

み替えるものとする。

(3）上記（1）及び（2）のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行

使価額を調整する。

３．新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1）新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員

のいずれかの地位にあることを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理

由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2）新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(3）新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の１個未満の

行使はできないものとする。

(4）当社普通株式に係る株券がいずれかの上場金融商品取引所に上場された場合に限り、本新株予約権を行使す

ることができる。

(5）その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

４．譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

５．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上

を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残

存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社

法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を

以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象

会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約

又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記の行使価額を組織再編行為の条件等

を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記（3）に従って決定される各新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5）新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記

に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6）新株予約権の行使の条件

上記３．に準じて決定する。
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(7）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項

の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は

切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(9）新株予約権の取得条項

①新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有

しなくなった場合、当社は、その新株予約権を無償で取得することができる。

②以下の議案が株主総会で決議された場合（株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合）、当社

は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

ⅰ　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ⅱ　当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

ⅲ　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年10月１日～

 平成20年12月31日
－ 28,877 － 563,900 － 608,821

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（６）【議決権の状況】

　　　　　　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

　　　　　記載することができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をして

　　　　　おります。

　

①【発行済株式】

　 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　28,877 28,877

完全議決権株式であり、

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 28,877 － －

総株主の議決権 － 28,877 －

②【自己株式等】

　 平成20年９月30日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株式
数（株）

他人名義所有株式
数（株）

所有株式数の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年

10月 11月 12月

最高（円） 68,700 42,550 58,500

最低（円） 32,400 28,900 36,650

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間（平成20年10月１日から平成20

年12月31日まで）に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は、子会社を有していないため四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 369,540 546,289

売掛金 641,024 793,823

商品 965 1,422

その他 172,883 142,216

貸倒引当金 △30,509 △4,317

流動資産合計 1,153,904 1,479,436

固定資産

有形固定資産 ※1
 61,349

※1
 66,540

無形固定資産

のれん 123,500 －

その他 65,275 60,879

無形固定資産合計 188,775 60,879

投資その他の資産

敷金及び保証金 279,927 279,697

その他 191,082 180,707

投資その他の資産合計 471,009 460,404

固定資産合計 721,134 587,825

資産合計 1,875,039 2,067,261

負債の部

流動負債

買掛金 381,310 530,685

短期借入金 105,000 105,000

未払法人税等 1,513 5,139

その他 72,481 53,810

流動負債合計 560,304 694,635

負債合計 560,304 694,635

純資産の部

株主資本

資本金 563,900 563,900

資本剰余金 608,821 608,821

利益剰余金 142,012 199,903

株主資本合計 1,314,734 1,372,625

純資産合計 1,314,734 1,372,625

負債純資産合計 1,875,039 2,067,261
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 813,949

売上原価 589,227

売上総利益 224,722

販売費及び一般管理費 ※1
 267,842

営業損失（△） △43,120

営業外収益

受取利息 24

受取配当金 147

その他 41

営業外収益合計 213

営業外費用

支払利息 368

株式上場関連費用 5,125

その他 191

営業外費用合計 5,685

経常損失（△） △48,592

税引前四半期純損失（△） △48,592

法人税、住民税及び事業税 572

法人税等調整額 △20,150

法人税等合計 △19,578

四半期純損失（△） △29,014
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △48,592

減価償却費 9,759

のれん償却額 6,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） 26,192

受取利息及び受取配当金 △171

支払利息 368

売上債権の増減額（△は増加） 152,799

たな卸資産の増減額（△は増加） 457

仕入債務の増減額（△は減少） △149,375

前払費用の増減額（△は増加） △21,633

その他 14,807

小計 △8,889

利息及び配当金の受取額 24

利息の支払額 △331

法人税等の支払額 △2,029

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出 △10,573

投資有価証券の取得による支出 △10,125

営業譲受による支出 △120,000

その他 △453

投資活動によるキャッシュ・フロー △141,152

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △24,371

財務活動によるキャッシュ・フロー △24,371

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △176,749

現金及び現金同等物の期首残高 546,289

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 369,540
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第１四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

（1） 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を当第

１四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

に変更しております。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。

（2） リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一

部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１

日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期

会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転

外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

  これによる損益に与える影響はありません。

【簡便な会計処理】

当第１四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

（1）固定資産の減価償却費の算定方法

　   定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によってお

ります。

（2）棚卸資産の評価方法

　   棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見積もり、簿価切下

げを行う方法によっております。

（3）繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著

しい変化がないと認められるため、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用

する方法によっております。

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成20年12月31日）

前事業年度末
（平成20年９月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 51,819千円

　

　２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

４行と当座貸越契約を締結しております。これら契約

に基づく当第１四半期会計期間末の借入未実行の残高

は次のとおりであります。

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 105,000千円

差引額 395,000千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 46,294千円

　

　２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

４行と当座貸越契約を締結しております。これら契約

に基づく当事業年度末の借入未実行の残高は次のとお

りであります。

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 105,000千円

差引額 395,000千円

（四半期損益計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料手当 54,730千円

　

広告宣伝費 85,147 　

減価償却費　 4,151 　

のれん償却額 6,500 　

貸倒引当金繰入額　 26,192 　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係　

　（平成20年12月31日現在）

現金及び預金 369,540千円

現金及び現金同等物 369,540千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年12月31日）及び当第１四半期累計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年

12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　28,877株

２．自己株式の種類及び株式数

　該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年12月17日

定時株主総会
普通株式 28,877 利益剰余金 1,000 平成20年９月30日 平成20年12月18日

（リース取引関係）

　リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理を行っておりますが、当四半期会計期間におけるリース取引残高は前事業年度末に比べて

著しい変動がありません。

（有価証券関係）

　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

（持分法損益等）

当社は、関連会社が存在しないため、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

１．ストック・オプションに係る当第１四半期会計期間における費用計上額及び科目名

 　 当社はストック・オプションの付与日現在において、非上場のため、当該ストック・オプションは単位当たり

の本源的価値の見積もりによって算定しており、付与時における本源的価値合計が零のため、費用は計上して

おりません。

２．当第１四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容

 　 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成20年12月31日）

前事業年度末
（平成20年９月30日）

１株当たり純資産額 45,528.76円 １株当たり純資産額 47,533.51円

２．１株当たり四半期純損失金額

当第１四半期累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △1,004.75円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式の残高はありますが、１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額  

四半期純損失（△）（千円） △29,014

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純損失（△）（千円） △29,014

期中平均株式数（株） 28,877

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

　　　　　　　　－
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（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１．ストック・オプションの発行

　平成20年12月17日開催の定時株主総会及び平成20年12月17日の取締役

会の決議に基づき、平成21年１月19日付けで当社の取締役、監査役及び

従業員に対して、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新

株予約権の割当（ストック・オプション）をいたしております。

　(1) ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由

　当社の取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を高めること

とともに、当社の監査役の適正な監査に対する意識を高め、当社の健全

な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的として、新株予約権を無償

で発行するものであります。

　(2) 新株予約権の発行要領

　 平成20年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　４名

当社監査役　１名

当社従業員　45名

株式の種類別のストック・

オプションの付与数
普通株式　1,000株

付与日 平成21年１月19日

権利確定条件

新株予約権者は、権利行使時に

おいても、当社、当社の子会社又

は関連会社の取締役、監査役ま

たは従業員いずれかの地位を有

することを要する。ただし、新株

予約権者の退任又は退職後の権

利行使につき正当な理由がある

と取締役会が認めた場合は、こ

の限りではない。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはありませ

ん。

権利行使期間
平成22年12月18日から平成23年

12月17日まで

権利行使価格（円） 55,500

２．資金の借入

　 平成21年１月19日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり資金

の借入を実行しております。

　　資金使途　　　事業資金

　　借入先　　　　みずほ銀行

　　借入金額　　　300,000千円

　　利率　　　　　1.388％

　　弁済方法　　　毎月の分割返済

　　実行日　　　　平成21年１月23日

　　借入期間　　　３年

　　担保及び保証　無担保・無保証

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年２月13日

アクセルマーク株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 斉藤　浩史　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岡本　和巳　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアクセルマーク株式

会社の平成20年10月１日から平成21年９月30日までの第17期事業年度の第１四半期累計期間（平成20年10月１日から平成

20年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フ

ロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、アクセルマーク株式会社の平成20年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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